
1

避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について

平成２４年７月

経 済 産 業 省

1.経緯

① 本年３月に、原子力損害賠償紛争審査会が区域見直しに伴う賠償の基本

的な考え方に関する中間指針第二次追補の公表を行った。この指針を踏

まえて、東京電力株式会社が実際の賠償金支払いの詳細を定めた賠償基

準を策定することとなっている。

② 今回の賠償基準は、避難指示区域の見直し及び今後の被害者の方々の生

活再建に密接に関わるものである。政府としては、その策定を東京電力

任せにせず、被害を受けた自治体、住民の方々の意見や実情を伺い、そ

れを可能な限り賠償基準に反映すべく、東京電力と調整を進めてきたと

ころである。

③ これまで関係市町村等と頻繁に意見交換を行い、一部の論点については

継続的に検討することとしたが、避難指示区域の賠償基準の考え方につ

いて取りまとめを行うに至ったことから、これを公表するものである。

2.基本方針

① 避難を余儀なくされている被害者の方々の中には、できるだけ早く帰還

して生活を再建することを希望する方や、あるいは、新たな土地に移住

をすることを選択する方など、様々な立場の方が存在する。

② このような様々な考えの方々がいることを前提とし、賠償が個人の判

断・行動に影響を与えるべきではないという指針における基本的な考え

方に立ちつつ、帰還した上での生活再建や、新たな土地における生活の

開始など、それぞれの選択に可能な限り資するような賠償の枠組みとす

る。
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③ 具体的には、帰還を希望する場合も、移住を希望する場合も賠償上の取

扱いは同一とし、財物、精神的損害、営業損害・就労不能損害等幅広い

損害項目について賠償金の一括払いを可能とすること等により、住民の

生活再建のための十分な金額を確保することとする。

④ 各項目における具体的な賠償の内容については別紙のとおりとする。

⑤ なお、今後の住民の生活再建において、賠償は非常に重要な一要素では

あるが、これだけで全ての課題を解決できるものではない。政府として

も、避難生活の長期化が想定される場合の公営住宅の提供や、地域にお

ける雇用の拡大、産業の振興などの課題について、各省が連携して取り

組んでいるところ。国の取組姿勢を示すグランドデザインや関連施策の

具体化を通じて、地域の復興に取り組んでいく。

3.今後の進め方

① 賠償基準の具体的な論点については、これまで関係市町村等と協議の場

を持ち、また、事務レベルの意見交換を積み重ねてきたところであり、

別紙で示す賠償基準の考え方に基づき、東京電力から賠償基準を公表す

るとともに、説明等の手続きを進めることとする。

② 他方、継続して検討中の論点も残されており、また今後、賠償基準とし

て対応すべき具体的な問題点が明らかになる場合には、政府が関係市町

村等と必要な調整を行い、最終的には、東京電力が追加的な賠償基準を

策定すること等によって対応する。

以 上
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避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について（別紙）

平成 24年 7月 20 日

経 済 産 業 省

関係閣僚において、避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方につい

て、以下のとおり取りまとめた。今後この考え方を踏まえ、東京電力におい

て賠償基準を公表することとなる。

この賠償基準の考え方で示したもの以外に継続して検討することとなって

いる論点もあり、また今後、賠償基準として対応すべき具体的な問題点が明

らかになる場合には、政府が関係市町村等と必要な調整を行い、最終的には

東京電力が追加的な賠償基準を策定すること等によって対応する。

1.避難指示区域における各賠償項目の考え方

(1)不動産（住宅・宅地）に対する賠償

【基本的な考え方】

① 帰還困難区域においては、事故発生前の価値の全額を賠償し、居住制限

区域・避難指示解除準備区域は、事故時点から６年で全損として、避難

指示の解除までの期間に応じた割合分を賠償する。

※ 居住制限区域・避難指示解除準備区域において、避難指示の解除時期に

応じた割合分は以下のとおり。

事故時点から６年経過以降：全損、５年：６分の５、４年：６分の４、

３年：半額（６分の３）、２年：６分の２

② 解除の見込み時期までの期間分を当初に一括払いをすることとし、実際

の解除時期が見込み時期を超えた場合は、超過分について追加的に賠償

を行うこととする。

※ 解除の見込み時期は、市町村の決定があればそれを踏まえて決定するこ

ととしているが、事前に特別な決定がない場合は、居住制限区域であれば

事故時点から３年、避難指示解除準備区域であれば事故時点から２年を標

準とする。
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【事故発生前の価値の算定】

① 土地

宅地については、固定資産税評価額に１．４３倍の補正係数をかけて事

故前の時価相当額を算定する。

② 建物

住宅については、固定資産税評価額を元に算定する方法と、建築着工統

計に基づく平均新築単価を元に算定する方法を基本とし、個別評価も可能

とする。

(ア) 固定資産税評価額に補正係数をかけて事故前価値を算定する方法

1. 当該不動産が新築であると仮定した場合の時価相当額を算定する。

A) まず、事故前の固定資産税評価額を元に経年減点補正率（減価償

却分）を割り戻して、当該建物の新築時点での固定資産税評価額

を算定する。

B) 次に、A)で算定した固定資産税評価額と新築時点での時価相当額

との調整を行うため１．７倍の補正係数をかける。

C) さらに、新築時点と現在との物価変動幅を調整するため、それぞ

れの建築年に応じた補正係数をかける。

2. その上で、公共用地の収用時の耐用年数（木造住宅の場合は４８年）

を基準とし、定額法による減価償却を行い、築年数に応じた事故発生

前の価値を算定する。また、残存価値には２０％の下限を設ける。

3. 外構・庭木については 1．で算定した時価相当額の１５％として価値

を推定しつつ、そのうち庭木分として５％は経年による償却を行わな

いこととする。

(イ) 建築着工統計による平均新築単価から事故前価値を算定する方法

1. 建物の居住部分（注）については、建築着工統計における福島県の木

造住宅の直近の平均新築単価をもとに、（ア）と同じ減価償却、残存

価値の下限、外構・庭木の評価を適用して、事故発生前の価値を算定

する。
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2. その際、築年数が４８年以上経過した建物の居住部分（注）について

は、最低賠償単価（約１３．６万円/坪）を適用する。

（注）事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

(ウ) 個別評価

土地・建物について、様々な事情により、（ア）や（イ）の算定方法が

適用できない場合には、別途個別評価を行う。その際、契約書等から実

際の取得価格を確認し賠償額の算定に用いる方法なども検討する。

③ 住宅の修復費用等

住宅について、早期に修繕等を行いたいという要望も強いことから、基

準公表後、建物の賠償の一部前払いとして、建物の床面積に応じた修復費

用等を速やかに先行払いすることとする。

※ 具体的には、個人所有の建物について、当該床面積に比例した金額（１

㎡当たり１．４万円）を支払うこととする。

【事業用の不動産等の賠償】

事業用不動産や償却資産、田畑、森林等については、その収益性は営業損

害の賠償に反映することを基本とし、加えて、資産価値についても別途賠償

を行うこととするが、適切な評価方法については継続して検討する。

(2)家財に対する賠償

① 家族構成に応じて算定した定額の賠償とし、帰還困難区域は、避難指示

期間中の立入などの条件が異なり、家財の使用が大きく制限されること

等から、居住制限区域・避難指示解除準備区域と比較して一定程度高く

なる設定とする。

※ なお、居住制限区域・避難指示解除準備区域は立入回数がより多くな

るという前提で、立入に要する費用を算定し、一括払いを行う。

② 損害の総額が定額を上回る場合には個別評価による賠償も選択可能とす

る。
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（単位：万円）

世帯人数 １名 ２名 ３名 ４名 ５名

大人 １名 ２名 ２名 ３名 ２名 ４名 ３名 ５名

子ども － － １名 － ２名 － ２名 －

帰還困難区域 325 595 635 655 675 715 735 775

居住制限区域

避難指示解除準備区域
245 445 475 490 505 535 550 580

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて定額を算定。

(3) 営業損害・就労不能損害に対する賠償

① 営業損害、就労不能損害の一括払い

従来の一定期間毎における実損害を賠償する方法に加え、一定年数分の

営業損害、就労不能損害を一括で支払う方法を用意する。

(ア) 農林業 ：５年分 ※１

(イ) その他の業種 ：３年分 ※２

(ウ) 給与所得 ：２年分 ※３

※１ 一括払いの算定期間は、農林業については、２０１２年１月分から

２０１６年１２月分まで。ただし、２０１２年１月分から２０１２年

６月分について既に支払われたか、又は支払われる予定の額があると

きには、その額を除いた額とする。

※２ 一括払いの算定期間は２０１２年３月分から２０１５年２月分ま

で。ただし、２０１２年３月～６月分について既に支払われたか、又

は支払われる予定の額があるときには、その額を除いた額とする。

※３ 一括払いの算定期間は２０１２年３月分から２０１４年２月分ま

で。ただし、２０１２年３月～５月について支払われた、又は支払わ

れる予定の額があるときには、その額を控除した額とする。

※４ 漁業については検討中。

※５ 大企業（同規模の公益法人を含む。以下同じ）については、一括払

いの対象外とする。



5

② 営業・就労再開等による収入は差し引かず

営業損害及び就労不能損害の賠償対象者が、営業・就労再開、転業・転職

により収入を得た場合、一括払いの算定期間中の当該収入分の控除は行わな

い。

※１ 大企業は本取扱いの適用対象外とする。

※２ 就労不能損害で控除を行わない収入は月額５０万円を上限とする。

③ 事業再開費用等

帰還して営農や営業を再開する場合、その際に必要な追加的費用に加え、

一括払いの対象期間終了後の風評被害等についても別途賠償の対象とす

る。

(4)精神的損害に対する賠償

① ２０１２年６月以降の精神的損害について、帰還困難区域で６００万円、

居住制限区域で２４０万円（２年分）、避難指示解除準備区域で１２０万

円（１年分）を標準とし、一括払いを行う。

② 居住制限区域、避難指示解除準備区域について、解除の見込み時期が①

の標準期間を超える場合には、解除見込み時期に応じた期間分の一括払

いを行う。

その上で、実際の解除時期が標準の期間や解除の見込み時期を超えた場

合は、超過分の期間について追加的に賠償を行うこととする。
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2.旧緊急時避難準備区域等における賠償の方針

(1) 住宅等の補修・清掃費用

住宅等の補修・清掃に要する費用として、３０万円の定額の賠償を行う

こととし、これを上回る場合は実損額に基づき賠償するものとする。

(2) 精神的損害・避難費用等の賠償

中学生以下の年少者の精神的損害について月額５万円として２０１３

年３月分まで継続するとともに、全住民について、通院交通費等生活費の

増加分として、２０１３年３月分までを一括して一人当たり２０万円を支

払うこととする。

(3) 営業損害・就労不能損害の賠償

営業損害については、２０１３年１２月分まで、就労不能損害（勤務先

が避難指示区域外の場合）については、２０１２年１２月分まで継続する

とともに、一括払いの選択肢を用意する。また、一括払いの算定期間中の

追加的な収入については賠償金から控除しない。

(4) 早期帰還者等への精神的損害の賠償

早期帰還者・滞在者については、避難継続者との賠償の差異を解消する

観点から、遡って支払いを行う。

(5) 旧屋内退避区域等への対応

旧屋内退避区域及び南相馬市の一部については、避難継続者に対して２

０１１年９月末まで精神的損害の賠償金が支払われていたことから、早期

帰還者及び滞在者に対してもその間の精神的損害の賠償について遡って

支払いを行う。また、家屋の賠償、営業損害等についても、旧緊急時避難

準備区域の考え方に準じた扱いとする。

以 上




